
届 出 先  

   
                 

今
回
送
付
す
る
納
税
通
知
書（
仮
算
定
）は
、

前
年
度
か
ら
引
き
続
き
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
世
帯
を
対
象
に
、前
年
度
の
国

民
健
康
保
険
税
の
年
額
の
１０
分
の
２
を
暫
定

的
に
お
支
払
い
い
た
だ
く
も
の
で
す
。 

 

納
付
期
限
　
第
１
期
　
５
月
３１
日

 

　
　
　
　
　
第
２
期
　
６
月
３０
日

 
 

７
月
中
旬
に
は
、前
年
中
の
所
得
や
今
年

度
の
固
定
資
産
税
、加
入
者
数
を
も
と
に
算

定
し
た
年
税
額
か
ら
、今
回
送
付
す
る
仮
算

定
税
額
を
差
し
引
い
た
納
税
通
知
書（
本
算

定
）を
送
付
し
ま
す
。 

平
成
２９
年
４
月
１
日
以
降
に
新
規
加
入
さ

れ
た
世
帯
の
納
税
通
知
書
も
７
月
に
送
付
し

ま
す
。 

保
険
税
納
付
は
口
座
振
替
で 

口
座
振
替
は
一
度
の
手
続
き
で
済
み
、金

融
機
関
等
に
納
め
に
行
く
必
要
が
な
く
、仕

事
な
ど
で
忙
し
い
方
に
大
変
便
利
で
す
。 

市
役
所
の
窓
口
で
の
手
続
き
で
は
、キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、そ
の
場
で
申
し
込
み

が
完
了
し
ま
す（
一
部
利
用
で
き
な
い
金
融

機
関
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
）。 

問
合
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
５
〜
２
１
２
９ 

  
平
成
２９
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
の

発
送
日
は
、５
月
８
日

で
す
。 

平
成
２８
年
度
か
ら
税
率
が
変
更
と
な
る
車

両
が
あ
り
ま
す
。 

税
率
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、納
税
通
知
書
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
０
１
〜
２
２
０
４ 

           

   

事
業
者
が
所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
者
で

あ
る
場
合
、地
方
税
法
お
よ
び
各
市
町
村
の

条
例
の
規
定
に
よ
り
、特
別
徴
収
義
務
者
と

し
て
従
業
員
の
毎
月
の
給
与
か
ら
個
人
市
・

県
民
税
を
特
別
徴
収
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

市
で
は
、法
令
等
の
規
定
に
基
づ
い
て
、原

則
と
し
て
特
別
徴
収
義
務
者
に
指
定
し
、特

別
徴
収
税
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

事
業
主
の
方
々
の
よ
り
一
層
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
る
方 

前
年
中
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け
、か
つ

当
年
の
４
月
１
日
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
す
べ
て
の
従
業
員
（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ

イ
ト
も
含
む
） 

 

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
い
方 

・
退
職
者（
退
職
予
定
者
を
含
む
） 

・
二
つ
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
の
支
払
い

を
受
け
、他
の
事
業
所
で
特
別
徴
収
が
行

わ
れ
て
い
る
方 

・
毎
月
の
給
与
支
給
額
が
少
な
く
、個
人
市

県
民
税
を
特
別
徴
収
し
き
れ
な
い
方 

・
給
与
が
毎
月
支
給
さ
れ
て
い
な
い（
不
定

期
な
）方 

問
合
　
税
務
課
市
民
税
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
０
１
〜
２
２
０
４ 

  

   

入
会
説
明
会 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
、就
業
を
と
お

し
て
高
齢
者
の
健
康
で
生
き
が
い
の
あ
る
生

活
づ
く
り
を
サ
ポ
ー
ト
し
、地
域
の
活
性
化

に
貢
献
し
て
い
ま
す
。 

市
内
在
住
６０
歳
以
上
の
健
康
で
、働
く
意

欲
が
あ
り
、家
族
の
同
意
が
あ
る
方
を
募
集

し
て
い
ま
す
。 

日
時
　
５
月
２２
日

、６
月
１９
日

 

　
　
　
午
前
１０
時 

場
所
　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー 

※
説
明
会
に
参
加
を
希
望
す
る
方
は
、事
前

に
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

         

リ
サ
イ
ク
ル
事
業(

堆
肥) 

剪
定
作
業
で
出
た
枝
葉
を
粉
砕
し
て
、鶏

糞
と
一
緒
に
発
酵
さ
せ
た
有
機
肥
料
を
販
売

し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、直
接
ま
た
は
電
話

で
左
記
へ
。 

 

問
合
　
公
益
社
団
法
人
津
島
市
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー(

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内) 

　
1
２６
ー

８
４
４
８ 

お
知
ら
せ 

平
成
２９
年
度
国
民
健
康
保
険
税 

納
税
通
知
書（
第
１
・
２
期
）を 

５
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す 

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
 

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
 

個
人
市
・
県
民
税（
個
人
住
民
税
） 

の
特
別
徴
収
推
進
に
つ
い
て
 

津
島
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
 

か
ら
の
お
知
ら
せ
 

入
会
説
明
会 

リ
サ
イ
ク
ル
事
業(

堆
肥)
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進
学
や
就
職
な
ど
で
引
っ
越
し
を
さ
れ
た

方
は
、原
則
と
し
て
現
在
、住
ん
で
い
る
寮
や

ア
パ
ー
ト
な
ど
が
住
所
地
に
な
り
ま
す
。 

住
民
票
は
、選
挙
人
名
簿
な
ど
の
各
種
の

登
録
や
、行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
が
る
大
切
な

情
報
で
す
。
忘
れ
ず
に
移
し
ま
し
ょ
う
。 

選
挙
で
投
票
を
行
う
場
所
は
、原
則
と
し

て
住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村
で
す
。
異
な
る

市
区
町
村
へ
引
っ
越
し
た
方
で
、住
民
票
を
移

し
て
い
な
い
、ま
た
は
住
民
票
を
移
し
て
か
ら

３
カ
月
を
経
過
し
て
い
な
い
場
合
は
、新
し
い

住
所
地
で
投
票
で
き
ま
せ
ん
。 

転
入
の
手
続
き
　
引
っ
越
し
て
か
ら
１４
日
以

内
に
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
前
住
所
地
で

受
け
取
っ
た
転
出
証
明
書
を
添
え
て
、転

入
届
を
提
出
し
ま
す
。 

転
出
の
手
続
き
　
引
っ
越
し
す
る
予
定
日
の

１４
日
前
か
ら
手
続
き
が
で
き
ま
す
。
転
出

届
を
提
出
し
、転
出
証
明
書
を
受
け
取
り

ま
す
。 

転
居
の
手
続
き
　
引
っ
越
し
て
か
ら
１４
日
以

内
に
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
転
居
届
を
提

出
し
ま
す
。 

        

注
意
事
項
　
届
出
の
際
に
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
や
通
知
カ
ー
ド
を
併
せ
て
お
持
ち

く
だ
さ
い
。ま
た
、代
理
人
が
手
続
き
を
行

う
場
合
に
は
、委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま

す
。 

問
合
　
転
入
・
転
出
・
転
居
に
関
す
る
こ
と 

　
　
　
市
民
課
市
民
・
戸
籍
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
１
２
〜
２
１
１
５ 

　
　
　
選
挙
に
関
す
る
こ
と 

　
　
　
総
務
課
庶
務
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
３
５
１
・
２
３
５
６ 

   
 

こ
の
制
度
は
、代
理
人
や
第
三
者
に
よ
る

請
求
に
基
づ
い
て
住
民
票
の
写
し
な
ど
を
交

付
し
た
と
き
、本
人
に
交
付
事
実
を
通
知
す

る
も
の
で
す
。 

制
度
の
利
用
を
希
望
す
る
方
は
、申
請
者

本
人
の
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
・
旅
券
・
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
、代
理
人
は
委
任

状
と
委
任
者
の
本
人
確
認
で
き
る
書
類
、法

定
代
理
人
の
場
合
は
資
格
を
証
明
す
る
書
類
）

を
持
参
の
上
、左
記
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
市
民
課
市
民
・
戸
籍
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
１
２
〜
２
１
１
５ 

  
 

日
本
赤
十
字
社
は
、災
害
救
護
や
海
外
へ

の
援
助
、赤
十
字
奉
仕
団
の
育
成
な
ど
幅
広

い
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

昨
年
度
は
、５
４
３
万
３
４
９
円
の
ご
協

力
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

毎
年
５
月
は
「
赤
十
字
会
員
増
強
運
動
月

間
」で
す
。
今
年
も
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。 

問
合
　
福
祉
課
福
祉
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
３
１
・
２
１
３
２
・
２
１
３
５ 

               

津
島
市
原
子
爆
弾
被
爆
者
手
当
を
支
給

し
ま
す
。 

対
象
　
津
島
市
に
住
所
が
あ
り
、被
爆
者
健

康
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方 

手
当
の
支
給
額
　
月
額
２
０
０
０
円 

申
請
方
法
　
被
爆
者
健
康
手
帳
と
申
請
者
の

印
鑑
を
持
参
の
上
、左
記
へ
。 

※
す
で
に
支
給
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、

手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　 

問
合
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
1
２３
ー

１
５
５
１ 

 

津
島
市
原
子
爆
弾
被
爆
者
手
当
の
 

支
給
に
つ
い
て
 

住
民
票
の
写
し
等
の
第
三
者
交
付
 

に
係
る
本
人
通
知
等
制
度
に
つ
い
て
 

引
っ
越
し
た
ら
住
民
票
を
 

移
し
ま
し
ょ
う
 

あ
な
た
が
支
え
る
赤
十
字
運
動
 

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請は 
５月１５日 までです 

該当されている方でまだ申請をされていない方は、お早めに申請してください。 

なお、申請期限を過ぎてからの申請は受け付けることができませんのでご了承ください。 

問合　福祉課臨時福祉給付金窓口　1２２‐３７７０ 

市役所　124-1111お知らせ 
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こんなときは、必ず届け出を 

国 民 年 金 の 手 続 き に つ い て  
年金の被保険者の種類は、国民年金法の第７条第１項の第１号から第３号および同法附則の規定により次の４種類

に分けられます。 

退職・転職・結婚等の場合は変更の届け出が必要になります。また各種年金の請求もご本人の手続きが必要です。
各種届け出・請求は下の表を参考にしてください。 

※平成２９年８月１日施行の制度改正により、今まで２５年だった受給資格期間が１０年に短縮されます。 

　日本年金機構は、平成２９年２月から請求書の発送を、対象となる高齢の方から順に行っています。 

提出先　第１号加入実績のみの場合→市役所保険年金課 

　　　　第２・３号を含む加入実績の場合→中村年金事務所 

問合　保険年金課医療・年金Ｇ（市役所１階）内線２１２２       

　　　中村年金事務所（名古屋市中村区太閤１ー１９ー４６）　1０５２-４５３-７２００      

第１号被保険者 
自営・農林漁業や学生、
無職の２０～６０歳の方 

第２号被保険者 
会社員や公務員の方 

第３号被保険者 
第２号被保険者に扶養さ
れている配偶者で、２０～
６０歳の方 

任意加入被保険者 
左記以外で国民年金に
加入を希望する方 

ど う す る  こ ん な と き  届 出 先  
国民年金に加入の手続きをする（被扶
養配偶者も同じ） 会社を退職したとき 市役所保険年金課 

第３号被保険者への種別変更の手続き
をする 

結婚や退職等で配偶者の扶養になった
とき 配偶者の勤務先 

第３号被保険者から第１号被保険者へ
の種別変更の手続きをする 

配偶者の扶養からはずれたとき（死亡・
離婚等） 市役所保険年金課 

国民年金への任意加入の制度がありま
す 

海外に滞在(日本国外に住んでいる日
本国籍のある方)するとき 市役所保険年金課 

国民年金に任意加入（満額までの期間ま
たは６５歳までの期間。なお、昭和４０年４月１日
以前生まれの方で６５歳時点でも年金受給資格
の得られない場合は、上限７０歳までで受給権
を満たす期間まで）ができます　　 

６０歳時点で年金受給資格２５年（８月１
日以降は１０年）がない、または受給資
格はあるが、受け取る年金額を満額に
近づけたいとき 

市役所保険年金課 

口座振替納付の申出書等を提出する 口座振替を開始・停止・変更するとき 口座振替希望の金融機関 

免除(全額・一部)の制度があります 保険料を納めるのが困難なとき 市役所保険年金課 

納付猶予の制度があります 
50歳未満の方で保険料を納めるのが困難
なとき 市役所保険年金課 

学生納付特例の制度があります 学生で保険料を納めるのが困難なとき 市役所保険年金課 

納付案内書の再交付を依頼する 納付案内書を紛失したとき 中村年金事務所 

障害基礎年金の請求をする 
障がい者になったとき（障害基礎年金
の１級または２級程度） 

初診日が第１号被保険者→市役所保険年金課 
初診日が第３号被保険者→中村年金事務所 

老齢基礎年金の請求をする ６５歳になったとき 加入年金制度により請求先が異なります 

中村年金事務所・市役所に手続きの確
認をする 

国民年金加入中・受給中に死亡したと
き 

加入・受給年金制度により手続き先が
異なります 

「市政のひろば」つしま2017.5１８ 
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家
庭
ご
み
を
集
積
場
所
へ
持
ち
出
す
こ
と

が
困
難
な
世
帯
を
対
象
に
、週
１
回
、市
職
員

が
訪
問
し
、ひ
と
り
暮
ら
し
の
方
に
は
、声
を

掛
け
て
、ご
み
を
収
集
し
ま
す
。 

対
象
世
帯 

・
ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
登
録
で
、要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
る
世
帯 

・
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

方
だ
け
の
世
帯 

対
象
ご
み
　
可
燃
ご
み
、プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容

器
包
装
ご
み
、不
燃
ご
み
、資
源
ご
み
、有

害
ご
み 

申
込
　
介
護
保
険
被
保
険
者
証
お
よ
び
該
当

す
る
手
帳（
写
し
可
）を
持
参
の
上
、高
齢

介
護
課
ま
た
は
、福
祉
課
へ
。 

そ
の
他
　
申
込
後
、世
帯
を
訪
問
調
査
し
、収

集
の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。 

問
合
　
清
掃
事
務
所
　
1
２６
ー

４
２
２
８ 

       

一
時
大
量
ご
み
の
排
出
に
つ
い
て 

引
越
し
や
草
刈
等
に
よ
り
、ご
家
庭
か
ら

一
時
的
に
、大
量
の
ご
み
が
排
出
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。 

集
積
場
に
一
度
に
、大
量
の
ご
み
を
出
す
と
、

収
集
に
支
障
を
き
た
す
ば
か
り
か
、町
内
の

集
積
場
ト
ラ
ブ
ル
と
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。 

こ
の
よ
う
な
場
合
、一
度
に
出
す
の
で
は

な
く
数
回
に
分
け
て
出
し
て
い
た
だ
く
か
、

焼
却
施
設（
海
部
地
区
環
境
事
務
組
合
八
穂

セ
ン
タ
ー
）へ
の
自
己
搬
入
を
お
願
い
し
ま
す
。 

            

集
積
場
へ
の
ご
み
出
し
に
つ
い
て 

必
ず
午
前
８
時
３０
分（
時
間
厳
守
）ま
で
に

集
積
場
に
ご
み
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
分
別
が
間
違
っ
て
い
る
ご
み
は
、収
集
さ
れ

ま
せ
ん
。
出
さ
れ
た
方
は
再
分
別
し
出
し

直
し
て
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
清
掃
事
務
所
　
1
２６
ー

４
２
２
８ 

   

ポ
ス
ト
へ
の
チ
ラ
シ
投
函
や
、ト
ラ
ッ
ク
で

の
巡
回
回
収
に
よ
り
、家
電
製
品
等
を
無
料

回
収
す
る
業
者
が
あ
り
ま
す
。 

本
来
、家
庭
ご
み
の
収
集
運
搬
業
を
行
う

に
は
、市
の
許
可
が
必
要
で
す
。 

し
か
し
、無
料
回
収
業
者
は
、市
の
許
可
を

受
け
な
い
業
者
で
あ
り
、違
法
行
為
で
す
。 

こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
で
、回
収
物
が
不

法
投
棄
さ
れ
た
り
、高
額
な
処
理
費
を
請
求

さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

注
意
事
項
　
テ
レ
ビ
、冷
蔵
庫
、洗
濯
機
、エ

ア
コ
ン
等
の
家
電
製
品
は
、普
段
家
電
製

品
を
お
買
い
求
め
の
家
電
量
販
店
で
有
料

（
リ
サ
イ
ク
ル
料
）で
の
引
き
取
り
と
な
り

ま
す
。 

　
そ
れ
以
外
は
、市
の
収
集
ル
ー
ル
に
基
づ

い
て
排
出
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

そ
の
他
　
違
法
無
料
回
収
業
者
の
チ
ラ
シ
配

布
や
、巡
回
ト
ラ
ッ
ク
で
の
回
収
を
見
つ
け

た
場
合
は
、清
掃
事
務
所
ま
で
ご
一
報
く

だ
さ
い
。 

問
合
　
清
掃
事
務
所
　
1
２６
ー

４
２
２
８ 

    

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す
。 

人
権
擁
護
委
員
は
、私
た
ち
の
身
近
な
相

談
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。
子
ど
も
の
こ
と
や
家

庭
で
の
悩
み
事
、い
じ
め
や
体
罰
、プ
ラ
イ
バ

シ
ー
の
侵
害
を
さ
れ
た
な
ど
の
相
談
に
応
じ

ま
す
。 

相
談
は
無
料
・
秘
密
厳
守
で
す
。お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

日
時
　
６
月
１
日

　
　
　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時 

場
所
　
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
市
民

相
談
室 

相
談
員
　
人
権
擁
護
委
員 

問
合
　
人
権
推
進
課
人
権
同
和
・
男
女
参
画

Ｇ
　
内
線
２
２
７
１ 

   

経
済
産
業
省
は
、平
成
２９
年
６
月
１
日
現

在
で
、平
成
２９
年
工
業
統
計
調
査
を
実
施
し

ま
す
。こ
の
調
査
は
、わ
が
国
の
工
業
の
実
態

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
政
府

の
重
要
な
調
査
で
す
。 

調
査
対
象
　
全
国
の
製
造
事
業
所（
国
に
属

す
る
事
業
所
お
よ
び
従
業
者
３
人
以
下
の

事
業
所
を
除
く
） 

調
査
方
法
　
５
月
中
に
調
査
員
が
事
業
所
に

伺
い
、調
査
票
を
お
配
り
し
ま
す
。 

※
一
部
の
事
業
所
は
、経
済
産
業
省
か
ら
直

接
調
査
票
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。 

回
答
方
法（
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
） 

①
調
査
員
に
直
接
調
査
票
を
提
出
す
る 

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る 

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
回
答
は
、簡
単
な
作

業
、２４
時
間
対
応
可
能
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
た
め
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

※
回
答
内
容
は
、統
計
法
に
よ
り
秘
密
が
厳

守
さ
れ
ま
す
。 

問
合
　
企
画
政
策
課
行
政
経
営
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
３
３
２ 

 

「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
特
設
 

人
権
相
談
 

平
成
２９
年
工
業
統
計
調
査
に
 

ご
協
力
く
だ
さ
い
 

ふ
れ
あ
い
収
集
 

一
時
大
量
ご
み
の
排
出
に
つ
い
て
 

の
お
願
い
 

家
電
製
品
等
の
無
料
回
収
業
者
に
 

ご
注
意
く
だ
さ
い
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心
に
病
の
あ
る
方
、生
き
づ
ら
さ
を
感
じ

て
い
る
方
々
が
共
に
語
り
合
い
、社
会
参
加
へ

の
足
掛
か
り
を
め
ざ
し
た
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス

で
す
。 

対
象
　
心
に
病
の
あ
る
方
、生
き
づ
ら
さ
を

感
じ
て
い
る
方
お
よ
び
そ
の
家
族
等 

日
時
　
毎
月
第
２
土
曜
日
　
午
後
１
時
３０
分

〜
３
時
３０
分（
入
退
室
自
由
） 

場
所
　
北
小
学
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ハ
ウ
ス 

参
加
費
　
１
０
０
円 

申
込
　
不
要 

主
催
　
精
神
保
健
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル

ー
プ
　
風
車
の
会 

問
合
　
福
祉
課
福
祉
Ｇ
　
内
線
２
１
３
１
・

２
１
３
２
・
２
１
３
５ 

　
風
車
の
会
　
代
表（
村
岡
） 

　
1
０
９
０
ー

５
８
５
６
ー

８
４
３
９（
平
日
午

前
１０
時
〜
午
後
５
時
） 

      

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

を
開
設
す
る
事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。 

公
募
期
間
　
５
月
１
日

〜
３１
日

 

　
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。 

問
合
　
高
齢
介
護
課
介
護
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
４
１
・
２
１
４
２ 

               
募
集
住
宅   

　
県
営
愛
宕
住
宅（
３
Ｄ
Ｋ
） 

　
　
　
　
一
般
世
帯
枠
　
１
戸 

　
県
営
唐
臼
住
宅（
３
Ｄ
Ｋ
） 

　
　
　
　
一
般
世
帯
枠
　
２
戸 

　
　
　
　
福
祉
枠
　
　
　
１
戸 

申
込 ５

月
８
日

〜
１６
日

に
郵
送
で
愛
知
県

住
宅
供
給
公
社
へ（
１６
日

の
消
印
有
効
）。 

申
込
用
紙
配
布
場
所 

・
名
古
屋
尾
張
住
宅
管
理
事
務
所
海
部
駐

在（
海
部
総
合
庁
舎
５
階
） 

・
市
役
所
都
市
計
画
課（
４
階
） 

入
居
予
定
日
　
８
月
１
日

 

そ
の
他
　
単
身
者
の
方
は
、申
し
込
み
で
き

ま
せ
ん
。 

問
合
　
愛
知
県
住
宅
供
給
公
社
名
古
屋
尾

張
住
宅
管
理
事
務
所
海
部
駐
在
　 

　
1
２４
ー

７
３
３
０ 

  

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
・
母
、寡
婦
の
方
を
対

象
に
技
能
・
資
格
を
習
得
す
る
就
業
支
援
講

習
会
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。 

コ
ー
ス
・
会
場
等 

・
パ
ソ
コ
ン
講
習
初
級 

  

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ア
カ
デ
ミ
ー
　
名
古
屋
駅
前
校 

　
７
月
２
日

〜
１０
月
１５
日

（
全
１５
回
） 

　
教
材
費
　
２
１
３
８
円 

・
介
護
職
員
初
任
者
研
修 

　
未
来
ケ
ア
カ
レ
ッ
ジ
　
名
古
屋
駅
前
校 

　
７
月
１
日

〜
１０
月
２８
日

（
全
１６
回
） 

　
自
宅
学
習
等
要
件
有 

　
教
材
費
　
６
４
８
０
円 

定
員
　
各
２０
人 

受
講
料  

無
料（
教
材
費
他
自
己
負
担
） 

募
集
期
間
　
５
月
８
日

〜
２９
日

 

申
込
　
子
育
て
支
援
課（
市
役
所
２
階
）窓
口

で
申
込
書
に
記
入
し
提
出 

問
合  

愛
知
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会 

　
　
　
1
０
５
２
ー

９
１
５
ー

８
８
６
２ 

募
集 

心
の
居
場
所
「
は
っ
ぴ
ー
る
ー
む
・
 

つ
し
ま
」
 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
 

事
業
者
 

市営住宅の入居者 就
業
支
援
講
習
会
参
加
者
 

県
営
住
宅
の
入
居
者
 

募集住宅および戸数　下表のとおり 
 
 
 
 
 
 
入居資格等　次の要件をすべて満たしている方 
・現に同居し、または同居しようとする親族（婚約者を含む）があること 
・現に住宅に困窮している事が明らかであること 
・公営住宅法により条例で定める収入基準に適合していること 
・国税および地方税を滞納していないこと 
・市内に住所または勤務場所を有していること 
・入居者（同居親族を含む）が暴力団員でないこと 
配布・受付　５月１０日 ～２２日 （市役所閉庁日を除く） 
申込用紙配布場所　都市計画課（市役所４階）、神守支所、神島田連絡所 
抽選日時および場所　 
　６月１５日 午前１０時 
　市役所４階大会議室 
入居予定日　８月１日  
問合　都市計画課住宅管理Ｇ　内線２４１１・２４１２ 

住宅名 構造 管理開始 年　 度 
 

間取 家　賃 募集戸数 

蛭間 
（蛭間町） 

中層耐火 平成６年 ３ＤＫ 
２５,４００～ 
４９,９００円 

４戸 
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